
 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪府 (大阪市 )会場  

 主  催 公益財団法人給水工事技術振興財団 

 後  援 公益社団法人日本水道協会 

  全国管工事業協同組合連合会 
 

１ 検 定 日  令和 8年 8月 26日(水)、27日(木)  定員 120名 

※検定日につきましては、主催者にて決定させて頂きますのでご承知下さい。 
            

２ 検定会場   咲洲モリーナ （西尾レントオール㈱） 

   大阪市住之江区南港北 1丁目 12番 10号 ※裏面に案内の QRコード掲載有 

３ 検定コース及び受検料 

(1) 全国標準検定（Ａ）  37,000円（消費税込み） 

※実技課程で使用する材料の費用は含まれておりません。 

※本検定会は建築・設備施工管理 CPD制度の共通認定プログラム(建築 CPD情報提供制度) 

です。単位取得を希望される方は、受付時に氏名と ID番号の記入が必要です。 

４ 受検申込書 

  受検申込書は、当財団のホームページ(https://www.kyuukou.or.jp)からダウンロードするか、

又は大阪府水道工事業協同組合連合会（電話 06‐6363‐4631）から入手して下さい。 
 

５ 受検に関する書類の提出期限及び提出先 

受検申込書を作成し、受検料納入の上、「振替払込請求書兼受領証」又はＡＴＭ「ご利用明細書」

の原本（コピー不可）を受検申込別紙に貼り付けして令和 8年 6月 10日(水）から令和 8年 6月 

24日(水)までに、下記あて郵送により提出して下さい。（消印有効） 

（郵送先） 公益財団法人 給水工事技術振興財団 教務部 

   〒163‐0712 東京都新宿区西新宿二丁目 7番 1 号 新宿第一生命ビルディング 12階 

           電話 03‐6911‐2711(自動音声案内②) FAX 03‐6911‐2716 

６ 受検料の払込方法 

  郵便局窓口に備え付けの「払込取扱票(青色用紙)」により下記口座へ受検料の払込みをして下

さい。郵便振替に要する手数料は受検者の負担といたします。 

（払込先） 口座名義 配管技能検定会 

        郵便振替口座 ００１４０－７－１０３３８０ 

注１） 会社等で複数の受検者がある場合であっても、個々に受検者の氏名で払い込んで下さい。 

注２) 受検料と別途に実技課程で使用する材料費が必要となります。材料費の振込方法につき

ましては、書類審査後、財団からあらためてご案内いたします。 

    注３）払込取扱票の通信欄に必ず「大阪府会場」と記入下さい。 

７ 受検内容等について 
  受検内容、受検申込み、受検資格、課題図、実技課程で使用する材料及び工具等の詳細な情報

は、当財団のホームページ(https://www.kyuukou.or.jp)に掲載してある「給水装置工事配管技能

検定会受検の案内」をご参照下さい。 

  なお、当検定会では、次の給水装置工事配管技能検定会受検の案内が該当します。 

   ・全国標準検定(Ａ) 

令和８年度 給水装置工事配管技能検定会  

開 催 の お 知 ら せ 

https://www.kyuukou.or.jp)に掲載


 

 

 

 

８ 検定会フロー 
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９ 検定会場案内図 ※検定会場施設内には受検者用の駐車場がございませんのでご留意願います      

  

 

 

 

 

 

検定会場 

西門 

８月４日(火) 

 

受検票発送 

）) 

 

合格者発表 合格通知 不合格通知 

検定会場へのアクセス → 

８月２６日(水)、２７日(木) 

 

 

令和８年６月１０日(水) 受検申込受付開始 

書類審査 

検 定 日 

検定会場正面 

向い側有料 

駐車場の案内 

１０月１４日(水) 

 

→ 

６月２４日(水) 

 

受検申込書受付締切 受検申込受付締切 

ただし、受付期間内であっても、定員に達した

場合は、受付を終了することがあります。 

また、一定の人数に達しない場合は、検定会の

開催を中止することがあります。 


